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令和４年度公共交通事業者支援事業について 
 

⑴ 公共交通事業者事業継続支援金 

新型コロナウイルス感染症の影響や燃料費の高騰等により厳しい経営状況にあ

るタクシー事業者に対し、予算の範囲内において、支援金を交付することで、市

民の通勤・通学、買い物や通院など日常生活の移動手段として必要不可欠な地域

公共交通の維持・確保を図ることを目的としたもの。 
 

交付対象事業者 支援金額 

古賀市内に営業所を置く

タクシー事業者（法人） 

1,000,000円 ＋ 100,000 × 台数 

 

台数：国に届け出ている一般乗用旅客自動車運送事業の事業

用自動車数 

古賀市内に営業所を置く

タクシー事業者（個人） 
100,000円 × 1台 

 

 

⑵ 飲食店利用者等タクシー利用促進事業 

コロナ禍で燃料費高騰に直面するタクシー事業者への支援策。市内飲食店での

キャッシュレス商品券利用者（一定額以上）にタクシーチケットを交付するもの。 

 

チケット交付期間 
令和 4年 10月 3日～令和 5年 1月 31日  

※キャッシュレス商品券の使用期間と同一 

対象店舗 市内飲食店 ※お弁当・仕出のみの店舗は除く 

配布物（1店舗につき） チケット 300枚、のぼり（土台含む）、ポスター 

チケット割引価格 500円／１枚  

チケット作成総数 30,000枚 

チケット使用可能期間 令和 4年 10月 3日～令和 5年 2月 28日（予定） 

スキーム 
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⑶ 妊産婦タクシー利用促進事業 

コロナ禍で燃料費高騰に直面するタクシー事業者への支援策。妊産婦にタクシ

ーチケットを交付するもの。 

 

対象者 

・令和 4年 4月 1日～令和 5年 1月 31日に妊娠の届出を行っ

た妊婦 

・令和 4年 4月 1日～令和 5年 1月 31日に出産した産婦 

チケット割引価格 500円／１枚  

交付枚数 一人当たり 40枚（20,000円分） 

チケット作成総数 27,200枚 

チケット使用可能期間 令和 4年 8月 1日～令和 5年 2月 28日（予定） 

 

 

⑷ 燃料高騰対策運送事業者等支援金 

物価・原油価格の高騰に伴い、市内事業者への緊急経済支援を行うもの。特に

「トラック・運輸事業者（貨物自動車運送事業）」等への経済支援を強化する。 

 

対象事業者 
本市で事業を営む中小企業・個人事業主の内、「トラック・運

輸事業者」、「タクシー・介護タクシー」、「貸切バス事業」、「自

動車運転代行業」に限定 

対象車両 
対象事業者が所有（リース可）する事業用車両（黒ナンバー・

緑ナンバー）等に限定 

支援内容 
※令和 3 年 10 月１日～令和 4 年 7 月末日の 10 か月間のうち

いずれか 4 ヶ月間に対象車両の運行のために購入した燃料の

合計１ℓあたり 10円 

申請期間 令和 4年 7月 1日～9月 30日 

 


